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墨田区社会福祉会館条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  

（使用の手続） （利用の手続き） 

第４条 会館の施設を使用しようとする者は、

 あらかじめ区長の承認を受けなければなら

ない。 

第４条 会館の施設を利用しようとする者は、

 あらかじめ区長の承認を受けなければなら

ない。 

２ 〔略〕 ２ 〔略〕 

（使用の不承認） （利用の不承認） 

第５条 区長は、会館の施設の使用について、

 次の各号のいずれかに該当すると認めたと

きは、使用を承認しない。 

第５条 区長は、会館の施設の利用について、

 次の各号の一に該当すると認めたときは、

利用を承認しない。 

⑴～⑸ 〔略〕 ⑴～⑸ 〔略〕 

（貸切りの使用） （貸切りの利用） 

第６条 第３条第５号及び第６号に掲げる施

設（以下「ホール等」という。）について

は、会館の事業の遂行に支障がない限り、

貸切りで使用させることができる。 

第６条 第３条第５号及び第６号に掲げる施

設（以下「ホール等」という。）について

は、会館の事業の遂行に支障がない限り、

貸切りで利用させることができる。 

（使用料） （利用料） 

第７条 ホール等を貸切りで使用しようとす

る者は、第４条の使用承認の際に、別表の

範囲内で墨田区規則（以下「規則」とい

う。）で定める使用料を前納しなければな

らない。 

第７条 ホール等を貸切りで利用しようとす

る者は、第４条の利用承認の際に、別表の

範囲内で墨田区規則（以下「規則」とい

う。）で定める利用料を前納しなければな

らない。 

２ 区長は、特別の事由があると認めたとき

は、前項の使用料を減額し、又は免除する

ことができる。 

２ 区長は、特別の事由があると認めたとき

は、前項の利用料を減額し、又は免除する

ことができる。 

（使用料の返還） （利用料の返還） 

第８条 既に納めた使用料は、返還しない。

ただし、区長が相当の理由があると認めた 

 ときは、その全額を返還することができる。

第８条 すでに納めた利用料は、返還しない。

 ただし、区長が相当の理由があると認めた 

 ときは、その全額を返還することができる。

（使用権の譲渡等の禁止） （利用権の譲渡等の禁止） 

第９条 第４条の使用の承認を受けた者（以

下「使用者」という。）は、その権利を譲

渡し、又は転貸してはならない。 

第９条 第４条の利用の承認を受けた者（以

下「利用者」という。）は、その権利を譲

渡し、又は転貸してはならない。 

（設備変更等の禁止） 〔同左〕 

第１０条 使用者は、会館施設に特別の設備

をし、若しくは変更を加え、又は施設備え 

 付け器具以外の器具を使用してはならない。

第１０条 利用者は、会館施設に特別の設備

をし、若しくは変更を加え、又は施設備え 

 付け器具以外の器具を使用してはならない。



 

 

 ただし、あらかじめ区長の承認を受けたと

きは、この限りでない。 

 ただし、あらかじめ区長の承認を受けたと

きは、この限りでない。 

（使用の取消し等） （利用の取消し等） 

第１１条 区長は、次の各号のいずれかに該

当すると認めたときは、使用の承認を取り

消し、又は使用を制限し、若しくは使用を

停止することができる。 

第１１条 区長は、次の各号の一に該当する

と認めたときは、利用の承認を取り消し、

又は利用を制限し、若しくは利用を停止す

ることができる。 

⑴ 使用の目的に違反したとき。 ⑴ 利用の目的に違反したとき。 

⑵ 〔略〕 ⑵ 〔略〕 

⑶ 災害その他の事故により、会館を使用

することができなくなったとき。 

⑶ 災害その他の事故により、会館の利用

ができなくなったとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が特

に必要と認めたとき。 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、区長が特

に必要と認めたとき。 

（原状回復の義務） 〔同左〕 

第１２条 使用者は、施設の使用を終了した

とき、又は前条の理由により使用の承認を

取り消され、若しくは使用を停止されたと

きは、直ちに施設を原状に回復しなければ

ならない。 

第１２条 利用者は、施設の利用を終了した

とき、又は前条の理由により利用の承認を

取り消され、若しくは利用を停止されたと

きは、ただちに施設を原状に回復しなけれ

ばならない。 

別表 

区 分 使用料（１時間につき） 

ホール ８８０円 

講習室 ２７０円 

和室 ２７０円 

設備及び器具 ５５０円 

付記 区内に住所を有する者その他の規則

で定める者以外の者が使用する場合の使

用料の額は、この表に定める額に当該額

の５割相当額を加えた額とする。 

別表 

区 分 利用料（１時間につき） 

ホール ８００円 

講習室 ２５０円 

和室 ２５０円 

設備及び器具 ５００円 

〔新設〕 

  

   付 則 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料については、

なお従前の例による。 

 


